
【別紙２】掲出施設の寸法等

番号 施設名 住所

（１） 上野公園 台東区上野公園・池之端三丁目

（２） 東京国際クルーズターミナルボーディングブリッジ 江東区青海二丁目地先

（３） 東八潮緑道公園日除け施設 品川区東八潮三丁目１

（４） 調布飛行場ターミナル 調布市西町２９０－３

（５） 竹芝客船ターミナル 港区海岸一丁目１６－１



既存のサイン（下図）を剝離した上で、
新しいサインを掲出

新規にサインを掲出

②西郷隆盛銅像付近 ③さくら通り

④大噴水（上野動物園側） ⑤大噴水（東京国立博物館側）

（１）上野公園 サイン掲出場所（全体概略）

①かえるの噴水池付近



①かえるの噴水池付近地図

①かえるの噴水池付近地図
掲出サインの大きさ：直径1500mm程度の丸型（円状）
既存サインを剝離した上で、新しいサインを掲出
（既存サインの大きさ：W1195×Ｔ840）

②西郷隆盛像付近地図

②西郷隆盛像付近地図
掲出サインの大きさ：直径1500mm程度の丸型（円状）
既存サインを隔離した上で、新しいサインを掲出
（既存サインの大きさ：W1400×T1190）

③さくら通り

③さくら通り
掲出サインの大きさ：最大W2800×T2800

※右図形状を予定
既存サインを隔離した上で、新しいサインを掲出
（既存サインの大きさ：W2800×T2800）

W2800

T2800



④⑤大噴水

④上野動物園側 ⑤東京国立博物館側

噴水

④上野動物園側 ⑤東京国立博物館側

一段下がっている部分には貼らない

④⑤大噴水周辺さくら通り（共通）
新規にサインを掲出（剥離無し）
掲出サインの大きさ：いずれもW2400×T780程度

※下図形状を予定

W2400

T780



①②③

④

A

⑤

⑥

⑧

B

⑦

No. 概略長さ
(mm)

面積(㎡)

①②③ 20000 6.0

④A⑤ 28000 8.4

⑥ 2000 0.6

⑦B⑧ 30000 9.0

計 80000 24.0
概算25㎡程度

＜概算＞掲出面積25㎡程度

（横幅は300mmとして面積を算出）

20000

28000

2000

30000

・青⇒掲出箇所

・灰⇒天井全体
〇天井及び掲出箇所のイメージ（天井の一部に掲出を行う）

300mm

（２）東京国際クルーズターミナル ボーディングブリッジサイン掲出場所

■天井の長さは概算（単位mm）

ボーディングブリッジ（天井）

ターミナル側

船側



ボーディングブリッジ（壁面）

⑭：W1585

壁面４か所（右図①、②、⑪、⑭）に
H600×W1000程度のサインを掲出

※１箇所辺り約0.6㎡

掲出箇所計：約2.4㎡

①：W1630

②：W1540
⑪：W2780

…掲出予定箇所
記載の掲出箇所（4箇所）に

それぞれサインを掲出



ボーディングブリッジ（写真）

天井①

天井②



ボーディングブリッジ（写真）

天井③

壁①

壁②



ボーディングブリッジ（写真）

天井④



ボーディングブリッジ（写真）

天井A



ボーディングブリッジ（写真）

天井⑤



ボーディングブリッジ（写真）

天井⑥

天井⑦



ボーディングブリッジ（写真）
天井⑦



ボーディングブリッジ（写真）

天井B



ボーディングブリッジ（写真）

壁⑪

天井⑧

天井⑧

壁⑭



ボーディングブリッジ（写真）

壁⑭壁⑪



【掲出について】

〇掲出本数：10本
全59本ある柱のうち、10本に
掲出する。
掲出する柱は財団と協議の上
決定する。

〇掲出面積（1本あたり）
H1300mm×W630mm程度
=0.82㎡程度

〇掲出総面積（全面積）
0.82㎡×10本
=8.2㎡程度

⑥

① ② ③
④

⑤・・・
(全59本)

59本目柱

59本目はシールが貼ってあるため、
シールの上に貼り付けて掲出

（３）東八潮緑道公園日除け施設サイン掲出場所

柱

250

190

掲出面
250+190+190=合計630mm



（４）調布飛行場ターミナル サイン掲出場所（全体概略）

正面

W11490×H965

W11490×H965

W8400×H965
床から
H3300

施行条件
・脚立持ち込み可能
・貼り付け下地：ガラス



（５）竹芝客船ターミナル サイン掲出場所

・・・掲出場所（上段）
・・・掲出場所（中段）

W1,900×H515mm×３面W1,900×H515mm×２面
W1,460×H530mm×５面

W7,225×H1,456

W5,583×H1,455

W7,226×H1,456

看板
W2000×H400

W714 W6,488モール
W25×D10

W575 W4,651

施行条件
・船舶の発着が少ない時刻（14-17時頃）に施工
・脚立持ち込み可能
・赤枠部分は、下地が壁紙のため、直接フィルムの貼付不可
（ターポリン素材をガンタッカーで止める等の落下防止に配慮した施工方法を適用のこと）
（行灯とモール部分は避け、分割して施工）

・黄枠部分は、上からシートを重ね貼りも可とする（黄色部分の素材はガラス）
・モールにはサイン下地の色のテープ等で隠す（モール部分へのデザインは避ける）※次頁写真①参照



写真①行灯・モール部分アップ
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